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【公開番号】特開2013-16362(P2013-16362A)
【公開日】平成25年1月24日(2013.1.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-004
【出願番号】特願2011-148719(P2011-148719)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月11日(2014.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　芯線から成る導体部（Ｗ）が厚さ（Ｔ）の被覆部（Ｚ）で覆われた電線（Ｅ）を導電部
材（Ｂ）に接続する電線接続端子であって、
　少なくとも表裏両面がニッケルで構成される金属板（Ｋ）を加工成形した端子本体（２
）は、この端子本体（２）の前端部に成形され且つ前記導電部材（Ｂ）に溶接される平板
状の溶着部（３）と、前記端子本体（２）の前後方向中途部に成形され且つ前記電線（Ｅ
）端部の被覆部（Ｚ）を剥離して露出した導体部（Ｗ）を左右一対のワイヤ起立片（４ａ
、４ｂ）間で加締固定する導体圧着部（５）と、前記端子本体（２）の後端部に成形され
且つ前記電線（Ｅ）の被覆部（Ｚ）の非剥離部分を左右一対のインスレーション起立片（
６ａ、６ｂ）間で加締固定する被覆圧着部（７）と、この被覆圧着部（７）と導体圧着部
（５）とを連結するように前記端子本体（２）に成形された連結部（８）とを有しており
、
　前記電線（Ｅ）は、前記導体部（Ｗ）の外径（Ｄ１）を０．１０ｍｍ以上３．１０ｍｍ
以下としていると共に、
　前記金属板（Ｋ）は、厚さ（Ｔ’）が０．１０ｍｍ以上０．３０ｍｍ以下であり、
　前記導体圧着部（５）は、この導体圧着部（５）下端からワイヤ起立片（４ａ、４ｂ）
上端までの起立高さ（Ｈ１）が０．２０ｍｍ以上６．９５ｍｍ以下であり、
　前記連結部（８）は、前記被覆圧着部（７）が導体圧着部（５）より下方に位置するよ
うに被覆圧着部（７）と導体圧着部（５）とを連結していて、
　前記被覆圧着部（７）下端から導体圧着部（５）下端までの上下位置の差（Ｈ２）が、
前記電線（Ｅ）の被覆部（Ｚ）の厚さ（Ｔ）より小さいことを特徴とする電線接続端子。
【請求項２】
　前記導体圧着部（５）は、前記左右一対のワイヤ起立片（４ａ、４ｂ）の各上端部を加
締める側へ折り曲げた導体屈曲部（１２）を備え、
　前記被覆圧着部（７）は、前記左右一対のインスレーション起立片（６ａ、６ｂ）の各
上端部を加締める側へ折り曲げた被覆屈曲部（１３）を備えていることを特徴とする請求
項１に記載の電線接続端子。
【請求項３】
　前記金属板（Ｋ）は、純ニッケル金属板、ニッケルメッキ鉄板、又は、ニッケルメッキ
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ステンレス板であることを特徴とする請求項１又は２に記載の電線接続端子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　第２に、前記導体圧着部５は、前記左右一対のワイヤ起立片４ａ、４ｂの各上端部を加
締める側へ折り曲げた導体屈曲部１２を備え、
　前記被覆圧着部７は、前記左右一対のインスレーション起立片６ａ、６ｂの各上端部を
加締める側へ折り曲げた被覆屈曲部１３を備えていることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第３に、前記金属板Ｋは、純ニッケル金属板、ニッケルメッキ鉄板、又は、ニッケルメ
ッキステンレス板であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　又、左右のワイヤ起立片４ａ、４ｂ上端部を内側へ折り曲げ、左右のインスレーション
起立片６ａ、６ｂの上端部を内側へ折り曲げても良く、この曲げ（導体屈曲部１２、被覆
屈曲部１３）によって、電線Ｅを起立片４ａ、４ｂ、６ａ、６ｂの間に入れる際に、電線
Ｅを呼び込むことが可能となり、加締固定し易くなり、電線接続端子１の生産効率が上が
る。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　これに加えて、金属板Ｋは、純ニッケル金属板、ニッケルメッキ鉄板、又は、ニッケル
メッキステンレス板であり、これによって、電線Ｅと導電部材Ｂ（電池等）との導電性を
確保しながら、端子としての強度を有するため、電池Ｂに溶着後、電線Ｅを引っ張る等を
されても、曲げ応力が働き、端子本体２は容易に曲がらない。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　この他、電線接続端子は、前記導体圧着部５のワイヤ起立片４ａ、４ｂは、上前端部及
び上後端部に円弧部１０が成形され、この円弧部１０の半径Ｒが０．１０ｍｍ以上０．４
０ｍｍ以下である場合もある。
　又、電線接続端子は、前記電線Ｅの端部で露出した導体部Ｗを加締固定した導体圧着部
５は、この導体圧着部５下端からワイヤ起立片４ａ、４ｂ上端までの加締高さＨ１’が０
．１５ｍｍ以上２．６５ｍｍ以下であり、前記ワイヤ起立片４ａ、４ｂの前端縁及び後端
縁へ近づくにつれて円弧状に拡径するベルマウス縁部１１が前記ワイヤ起立片４ａ、４ｂ
の前端部及び後端部にそれぞれ成形されていて、前記ベルマウス縁部１１の拡径する円弧
の半径Ｒ’が０．０５ｍｍ以上０．５５ｍｍ以下である場合もある。
　更に、電線接続端子は、前記電線Ｅは、この電線Ｅの外径Ｄ２を０．３０ｍｍ以上４．
９０ｍｍ以下とし、前記被覆部Ｚの厚さＴを０．１０ｍｍ以上０．９０ｍｍ以下としてい
ると共に、前記被覆圧着部７は、この被覆圧着部７下端からインスレーション起立片６ａ
、６ｂ上端までの起立高さＨ３が０．４５ｍｍ以上７．６５ｍｍ以下であり、前記電線Ｅ
の被覆部Ｚの非剥離部分を加締固定した被覆圧着部７の下端からインスレーション起立片
６ａ、６ｂの上端までの加締高さＨ３’が０．３５ｍｍ以上４．６５ｍｍ以下である場合
もある。
　そして、電線接続端子は、前記導体圧着部５は、前記端子本体２の左右方向に沿って畝
状に加締める側へ隆起したセレーション凸部９を備えていて、前記セレーション凸部９の
隆起高さＨ４が０．０２ｍｍ以上０．１７ｍｍ以下である場合もある。
　更に加えて、電線接続端子は、前記電線Ｅの端部で露出した導体部Ｗの露出長さＬが２
．０ｍｍ以上３．５ｍｍ以下であると共に、前記ワイヤ起立片４ａ、４ｂ前端からインス
レーション起立片６ａ、６ｂ後端までの前後長さＬ１は３．５ｍｍ以上５．０ｍｍ以下で
あり、前記ワイヤ起立片４ａ、４ｂの前後長さＬ２は１．５ｍｍ以上３．０ｍｍ以下であ
り、前記インスレーション起立片６ａ、６ｂの前後長さＬ３は０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ
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以下である場合もある。
　その他、電線接続端子は、前記溶着部３は、平面視略円形に成形され、前記端子本体２
の前後軸Ｘに沿って延びる長孔１４を備えている場合もある。
　ワイヤ起立片４ａ、４ｂの円弧部１０の半径Ｒを０．１０ｍｍ以上０．４０ｍｍ以下と
適切な値とする場合には、加締めたワイヤ起立片４ａ、４ｂが割れることや、成形される
ベルマウス（ベルマウス縁部１１）が小さすぎる等の不具合が発生することを抑制でき、
適正に成形されたベルマウス縁部１１によって、電線Ｅの導体部Ｗの傷付きを防止し、芯
線の断線を抑えるため、電線接続端子１に十分な電線引張強度を持たせることが可能とな
る。
　これに加えて、電線Ｅを加締固定した導体圧着部５はワイヤ起立片４ａ、４ｂの加締高
さＨ１’が０．１５ｍｍ以上２．６５ｍｍ以下に成形する場合には、電線Ｅにおける所定
太さの導体部Ｗを確実に加締固定できると同時に、上述した導体部Ｗの軸芯Ｊ’と電線Ｅ
の軸芯Ｊとの間の偏心具合（軸芯差ΔＪ）が、被覆圧着部７と導体圧着部５下端との上下
差Ｈ２で決まり、電線Ｅの抜けを抑制する力（静止摩擦力Ｍ）を、適切な値に調整できる
。
　これと同時に、ワイヤ起立片４ａ、４ｂの前端部及び後端部に成形されたベルマウス縁
部１１の拡径する円弧の半径Ｒ’を、０．０５ｍｍ以上０．５５ｍｍ以下とする場合には
、電線Ｅの導体部Ｗがワイヤ起立片４ａ、４ｂの縁に触れても、芯線がめり込んだり、擦
れて傷むことがなくなり、導体部Ｗがより切れ難くなり、電線引張強度の更なる向上が図
れる。
　このようにベルマウス縁部１１が成形されることで、加締時にワイヤ起立片４ａ、４ｂ
に掛かる負荷が、ベルマウス縁部１１に集中して溶着部３に伝わることを防ぐために、溶
着部３の歪みがなくなると同時に、導電部材（乾電池、ボタン電池）Ｂの電極と溶着部３
との隙間を無くし、スポット溶接により確実に溶着できる。
　そして、０．３０ｍｍ以上４．９０ｍｍ以下の電線Ｅの外径Ｄ２や、０．１０ｍｍ以上
０．９０ｍｍ以下の被覆部Ｚの厚さＴに応じて、インスレーション起立片６ａ、６ｂを０
．４５ｍｍ以上７．６５ｍｍ以下の起立高さＨ３とし、更に、電線Ｅを加締固定した被覆
圧着部７はインスレーション起立片６ａ、６ｂの加締高さＨ３’が０．３５ｍｍ以上４．
６５ｍｍ以下とする場合には、電線Ｅを被覆部Ｚごと確り押さえ込むことが出来、導体圧
着部５に外力が加わることを防ぎ、芯線の傷付きや切断を防止できる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　そして、導体部Ｗの露出長さＬが２．０ｍｍ以上３．５ｍｍ以下である電線Ｅに対して
も、ワイヤ起立片４ａ、４ｂ前端からインスレーション起立片６ａ、６ｂ後端までの前後
長さＬ１を３．５ｍｍ以上５．０ｍｍ以下とし、ワイヤ起立片４ａ、４ｂの前後長さＬ２
を１．５ｍｍ以上３．０ｍｍ以下とし、インスレーション起立片６ａ、６ｂの前後長さＬ
３を０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下とする場合には、芯線突き出し長さＮ１や、被覆突き
出し長さＮ２を、露出長さＬに応じた適切な値にすることが出来、抜止め効果が向上され
る。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　又、略円形状に成形された溶着部３に、端子本体２の前後軸Ｘに沿って延びる長孔１４
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を設ける場合には、この長孔１４によって、導電部材Ｂへの溶着時に、スポット溶接にお
ける無効電流を減少させ、導電部材Ｂに電線接続端子１を確実に溶着させることが出来、
生産性の向上に繋がる。
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